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（目　　　的）
第１条	この規程は、○○マンション等売却組合定款（以下「定款」という。）第53条の規定により請負による組合の工事を施行するに必要な事項を定めることを目的とする。
（請負の方法）
第２条	工事の請負は、指名競争入札又は、随意契約の方法をもって請負うものとする。
２		随意契約は総会にはかり、理事長がその請負業者を定める。
（指名参加願の届出）
第３条	理事長は工事の種類、工期等を勘案し、あらかじめ入札期日を定め、広く適任の請負業者を選定し、指名参加願の提出をさせなければならない。
２		前項の指名参加願には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1)		建設業者登録証明書
(2)		登記簿謄本
(3)		工事経歴書
(4)		過去２年間の決算書
(5)		納税証明書
(6)		主要取引銀行を記載した書面
(7)		その他組合が必要とした書面
（入札者の指名）
第４条	理事長は、前条指名参加願提出者のうちから、総会（又は理事会）にはかり入札に参加する請負業者を決定する。
（設計説明及び通知）
第５条	理事長は、指名請負業者に、入札期日10日前までに次の各号に掲げる事項を通知する。
(1)		入札に付する事項
(2)		設計その他関係事項を説明する場所及びその目的
(3)		入札書提出の日時及び場所
(4)		開札をする日時及び場所
(5)		入札保証金、契約保証金を要するときはその金額
(6)		その他必要な事項
（入札保証金）
第６条	入札保証金については、次の各号の一に該当すると認められる場合は免除することができる。
(1)		競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に○○（都道府県）を被保険者とする入札保証保険を締結したとき。
(2)		地方自治法施行令第167条の５第１項に規定する資格を有する者で、過去２年間に公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これをすべて誠実に履行したものについて、その必要がないものと認めるとき。
２		入札保証金については地方自治法施行令第167条の７の規定にならって徴収するものとする。
３		前項の規定により徴収する入札保証金の額は入札予定価格の100分の３とする。
（入　札　書）
第７条	入札書は第５条の通知書に定めた日時までに投入させなければならない。
２		前項の規定によりがたいときは、第５条の通知書に定めた日時までに書留郵便をもって送達させなければならない。この場合、理事長は入札書を一括保管しなければならない。
（落札予定価格の決定）
第８条	理事長は開札当日、開札30分前までに落札予定価格を決定し、その価格書を封かんの上、開札場所に備え置くものとする。
（開　　　札）
第９条	理事長は、監事立ち合いのもとに公開で開札するものとする。ただし、秩序の維持に支障があると認めるときは、入札者の退場を求めることができる。
（入札書の無効）
第10条	次の各号に該当する入札書は無効とする。
一		入札に参加する資格がない者のした入札
二		所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
三		郵便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの
四		入札書の記載事項が不明な者又は入札書に記名若しくは押印のないもの
五		同一事項の入札について二通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの又はその後発のもの
六		他人の代理を兼ね又は二人以上の代理をしたものに係る入札
七		前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの
（落　　　札）
第11条	理事長は、入札書中落札予定価格の３分の２を下らない最低価格をもって落札と定め、最低価格の入札書が２通以上ある時は、監事の抽選により決定する。
（再　入　札）
第12条	理事長は、前条により落札者を決定することができないときは、直ちに再入札を行わなければならない。
２		再入札は二回行うものとする。
（落札の取消）
第13条	理事長は落札の日より５日以内に落札者が正常な事由なくして契約を締結しないときは、落札を取消し、その旨を落札者に通知すると共に、定款による公告の方法をもって第三者に告知せしめるものとする。
２		落札を取消した請負業者が納入した入札保証金は没収する。
（契約の締結）
第14条	理事長は落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知し、５日以内に落札者と工事請負契約書により契約を締結しなければならない。
（随意契約）
第15条	理事長は、次の各号に該当するときは随意契約により、請負わせることができる。
(1)		前条の規定により落札者が決定しないとき
(2)		落札者が契約を締結しないとき
(3)		定款第53条第１項によるとき
２		前項の規定により随意契約をしようとするときは、なるべく２人以上の者を選んで、それらの者から見積書を徴するものとする。
（関係図書の提出要求）
第16条	理事長は契約の締結を完了したときは、工事着工までの請負金額仕訳書及び工事工程表の提出を求めるものとする。
２		理事長は請負額仕訳書に記載された内容について原設計書と照合し、不適当と認めたときは請負金額の範囲内で訂正せしめなければならない。
３		理事長は工事工程表について官公署の許認可または、工期等の関係上不適当と認めたときは、請負業者と協議し、工事の施行に支障のないよう修正せしめるものとする。
（契約の履行）
第17条	請負工事を工事契約書で定めたとおり忠実に施行させるため係をもって監督、検査等を行うものとする。
（理事長への委任）
第18条	この規程に規定するもののほか、工事請負により施行するため必要な事項は理事会にはかり理事長が定める。



付　　　　則
本規程は、　　年　　月　　日より実施する。



